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す
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す
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。
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青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
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改
正
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規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
第
一
号
ニ
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
届
出
」
の
下
に
「
並

び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
の
届
出
」
を
加
え
、
同
号
ホ

中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
及

び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
、
「
開
設
者
」
を
「
病
院
、
診

療
所
及
び
助
産
所
の
開
設
者
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
改
め
、
同
号
ル
中

「
管
理
者
」
の
下
に
「
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、
同
号
カ
中
「
開

設
後
の
届
出
」
の
下
に
「
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
の
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更

の
届
出
」
を
加
え
、
同
条
第
十
五
号
リ
及
び
第
二
十
号
中
「
及
び
結
核
診
査
協
議
会
」
を
削
り
、
同

条
第
二
十
二
号
中
テ
を
ミ
と
し
、
マ
か
ら
エ
ま
で
を
ア
か
ら
メ
ま
で
と
し
、
同
号
ヤ
中
「
オ
」
を

「
コ
」
に
改
め
、
同
ヤ
を
同
号
テ
と
し
、
同
号
中
ク
を
エ
と
し
、
オ
を
コ
と
し
、
ノ
を
ケ
と
し
、
同

ケ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

フ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
地
域
連
携
薬
局
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
の
三
第
二
十
二
号
ヰ
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第

十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
ヰ
を
同
号
オ
と
し
、
同
オ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク

令
第
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
の
書
換
え
交
付
に
関

す
る
こ
と
。

ヤ

令
第
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
の
再
交
付
に
関
す
る

こ
と
。

マ

令
第
二
条
の
九
第
三
項
及
び
第
二
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
証
の

受
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
の
三
第
二
十
二
号
中
ウ
を
ノ
と
し
、
ム
を
ヰ
と
し
、
同
号
ラ
中
「
薬
局
開
設
者
」
の
下
に

「
、
地
域
連
携
薬
局
及
び
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
開
設
者
」
を
加
え
、
同
ラ
を
同
号
ウ
と
し
、

同
号
中
ナ
を
ム
と
し
、
ヨ
か
ら
ネ
ま
で
を
レ
か
ら
ラ
ま
で
と
し
、
同
号
カ
中
「
ワ
」
を
「
ヨ
」
に
改

め
、
同
カ
を
同
号
タ
と
し
、
同
号
中
ワ
を
ヨ
と
し
、
ヲ
を
カ
と
し
、
ル
を
ワ
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
ニ

及
び
ホ
」
を
「
ヘ
及
び
ト
」
に
改
め
、
同
ヌ
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
中
リ
を
ル
と
し
、
チ
を
ヌ
と

し
、
同
号
ト
中
「
ヘ
」
を
「
チ
」
に
改
め
、
同
ト
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
中
ヘ
を
チ
と
し
、
ロ
か
ら

ホ
ま
で
を
ニ
か
ら
ト
ま
で
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
一
項
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
の
認
定
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
に

関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
の
軽
微
な
変
更
の
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届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
の
認
定
の
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
の
認
定
に

関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
の
変
更
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
の
軽
微
な

変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
の
認
定
の

取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
か
ら
二
十
四
ま
で

削
除

第
十
三
条
第
一
項
第
二
十
五
号
ハ
中
「
第
十
条
の
三
」
を
「
第
十
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
四
十
五
号
イ
中
「
第
十
八
条
第
十
七
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
第
十
八
条
第
十
八
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ス
を
削
り
、
セ
を
ス
と

し
、
ム
か
ら
モ
ま
で
を
ウ
か
ら
セ
ま
で
と
し
、
ラ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ム

第
五
十
七
条
の
九
第
一
項
（
第
五
十
七
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
情
報
通
信
環
境
整
備
事
業
の
計
画
等
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
中
ヤ
を
マ
と
し
、
ソ
か
ら
ク
ま
で
を
ツ
か
ら
ヤ
ま
で
と
し
、
レ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ソ

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
の
禁
止
又

は
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
り
委
任
し
た
事
務
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
で
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
際
、
現
に
青
森
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号
）
第
三
条
に

規
定
す
る
本
庁
に
お
い
て
受
理
し
て
い
る
も
の
又
は
施
行
の
た
め
の
手
続
中
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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